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Ⅰ．はじめに

　企業会計基準委員会（ASBJ）は、2020 年
12 月 25 日に、企業会計基準適用指針公開草案
第 70 号（企業会計基準適用指針第 30 号の改正
案）「収益認識に関する会計基準の適用指針
（案）」（以下「本公開草案」という。）を公表
し 1、2021 年 2 月 25 日までコメントを募集し
ている。本稿では、本公開草案の概要を紹介す
る。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私
見であることをあらかじめ申し添える。

Ⅱ．本公開草案の公表の経緯

　企業会計基準第 29 号「収益認識に関する会
計基準」（以下「会計基準」という。）第 96 項
においては、会計基準における定めが明確であ
るものの、これに従った処理を行うことが実務
上著しく困難な状況が市場関係者により識別さ
れ、その旨 ASBJに提起された場合には、公
開の審議により、別途の対応を図ることの要否
をASBJにおいて判断することとしている。
　電気事業及びガス事業においては、毎月、月
末以外の日に実施する検針による顧客の使用量
に基づき収益の計上が行われる実務が見られる

（いわゆる検針日基準）。ASBJは、電気事業連
合会及び一般社団法人日本ガス協会より、決算
月に実施した検針日から決算日までに生じた収
益の見積りが実務的に困難であるとの理由で、
検針日基準を代替的な取扱いとして認めて欲し
いとの提起を受け、別途の対応を図ることの要
否等について審議を行ってきた（本公開草案第
176─2 項）。
　会計基準は、その開発にあたっての基本的な
方針として、IFRS 第 15 号「顧客との契約か
ら生じる収益」（以下「IFRS 第 15 号」とい
う。）の基本的な原則を取り入れることを出発
点とした上で、これまで我が国で行われてきた
実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較
可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを
追加することとしたとしている（会計基準第
97 項）。また、これを受けて、企業計基準適用
指針第 30 号「収益認識に関する会計基準の適
用指針」（以下「適用指針」という。）では、こ
れまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、
財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない
範囲で、IFRS 第 15 号における取扱いとは別
に、代替的な取扱いを定めている（適用指針第
164 項）。
　審議の結果、検針日基準による収益認識を認
めた場合、財務諸表間の比較可能性を大きく損
なわせないとは認められないと判断し、会計基
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準の定めどおり収益を見積ることが必要である
との結論に至った。ただし、決算日時点での販
売量実績が入手できないため、見積りと実績を
事後的に照合する形で見積りの合理性を検証す
ることができないなど、見積りの適切性を評価
することが困難であるとの意見が財務諸表作成
者及び監査人から寄せられたため、見積方法に
ついて財務諸表間の比較可能性を大きく損なわ
せない範囲で代替的な取扱いを定めることとし
た（本公開草案第 176─3 項）。ASBJ は、見積
方法を定めることにより、見積りの適切性の評
価における財務諸表作成者及び監査人の負担が
軽減されると考えている（本公開草案第 176─5
項）。

Ⅲ．本公開草案の概要

　電気事業及びガス事業において、毎月、月末
以外の日に実施する検針による顧客の使用量に
基づき顧客に対する請求が行われる場合、決算
月の検針日から決算日までに生じた収益を見積
る必要がある。本公開草案では、当該収益の見
積方法に関する代替的な取扱いを提案して
いる。
　当該収益の見積りは、通常、同種の契約をま
とめた上で（例えば、電気事業であれば電圧別
に）、使用量又は単価（若しくはその両方）を
見積って行われるものと考えられる。
　当該使用量の見積りについては、決算月の月
初から月末までの送配量を基礎として、気温、
曜日等を加味して見積ることが考えられるが、

気温、曜日等を加味することは実務的に困難で
ある可能性があるため、その月の日数に対する
未検針日数の割合に基づき日数按分により見積
ることができるとすることを提案している。
　また、当該単価の見積りについては、契約の
種類、使用量、時間帯等によって単価が変動す
る料金体系を採用している場合には、使用量等
に応じて、それらの構成比の変動等を調整する
ことが考えられるが、このような調整を行うこ
とは実務的に困難である可能性があるため、使
用量等に応じた単価ではなく、決算月の前年同
月の平均単価を基礎とすることができるとする
ことを提案している（本公開草案第 103─2 項及
び第 176─4 項）。

Ⅳ．適用時期等

　本公開草案による適用指針の改正は、会計基
準の適用時期等と同様に、2021 年 4 月 1 日以
後開始する連結会計年度及び事業年度の期首か
ら適用することを提案している。

Ⅴ．おわりに

　本公開草案に対するコメントの締切りは、
2021 年 2 月 25 日である。ASBJでは、本公開
草案に寄せられた意見を参考に、今後、本公開
草案の取りまとめに向けた検討を続けていく予
定である。引き続き、関係者のご理解とご協力
をお願いしたい。


